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第１条（虐待防止に関する基本的考え方）
虐待は利用者の尊厳の保持や、利用者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性
が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、
高齢者・障害者虐待防止法等に基づき、利用者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

第２条（虐待の定義）
虐待について以下に定義する。
1 身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2 介護・世話の放棄・放任（ネグレクト）
利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による身体的虐待、心理的虐待、性的虐待行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
3 心理的虐待
利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の利用者に
著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。
5 経済的虐待
養護者又は利用者の親族が当該利用者の財産を不当に処分することその他当該利用者から不当に財産上の利益を得ること、又は職員その他の関係者が同様の行為を行うこと。

第３条（虐待の未然防止）
１　事業所は利用者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。
２　事業所は従業者に対して高齢者・障害者虐待防止法等に規定する養介護事業等の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解するように努める。
３　事業所は、虐待を早期に発見できるよう、虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等の必要な措置を講じる。従業者は、これらの体制を理解し、適切に活用する。
４　利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出についても上記と同様とする。

第４条（虐待等への迅速かつな対応）
従業者は、虐待が発生し又はそのおそれがあると認めた場合には、速やかに市町村の窓口に通報しなければならない。事業者は、当該通報が迅速かつ適切に行われるよう体制を整備するとともに、市町村等が行う調査等に協力する。

第５条（通報者の保護） 
職員は前条の規定による通報を行なったことを理由として、解雇、その他不利益な扱いを受けない。事業所では「匿名性の確保」、「通報内容の限定的な共有」、「通報者の不利益防止」といった対策を徹底しなければならない。

第６条（虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項）
当事業所では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止検討委員会」を設置する。他の合議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することは差し支えない。他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。

第７条（委員会設置の目的）
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とする。

第８条（委員会の検討事項）
委員会では以下について検討する。
1 委員会その他事業所内の組織に関する事項
2 虐待の防止のための指針の整備に関すること
3 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
4 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
5 従業者が虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
6 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
7 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること


[bookmark: _Hlk184125702]第９条（虐待防止検討委員会の構成委員）
委員会は以下の委員で構成する。
・●●●●
・●●●●
・●●●●
・●●●●
・●●●●
・ その他必要に応じ委員を指名する。
２　構成員は、幅広い職種で構成するとともに責務及び役割分担を明確にする。
３　委員の中には、虐待防止の専門家を積極的に選任する。
４　同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・施設等との担当の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。
５　前項について日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者やその
家族、事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を
遂行する上で支障がないと考えられる者を選任しなければならない。

第１０条（虐待防止検討委員会の開催）
１　委員会は、年●回以上定期的に開催する。虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
２　出席できない委員に対しては、●●●●等により、委員会に参加できる体制を
整える。

第１１条（虐待防止検討委員会の役割）
委員会の役割は以下の通りとする。
1 虐待防止のための計画作り（虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画作り、指針の作成）
2 虐待防止のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環境の確認等）
3 虐待発生後の検証と再発防止策の検討（虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止を検討、実行）
4 委員会の組織その他事業所内の組織に関する事項の検討
5 虐待防止のための本指針整備の定期的な見直しの検討
6 虐待防止のための職員研修の内容に関する事項や定期的見直しの検討
7 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関する事項の検討
8 従業者が虐待を把握した場合に、市町村への通報が適切に行われるための
方法に関する検討
9 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関する検討及び実行
10 職員のストレスチェックや業務負担状況の把握
11 利用者からの苦情や不満の傾向分析
２　虐待の事案については、虐待等に係り諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限らず、個別の状況に応じて慎重に対応する。

第１２条（虐待防止の担当者の選任）　
虐待防止の担当者は、●●●●とする。

第１３条（虐待防止の責任者の選任）
虐待防止の責任者は、●●●●とする。

第１４条（記録の保存）
虐待防止委員会における対応状況について、適切に記録の上、５年間保存する。

第１５条（検証委員会の設置）
１　重篤事案が発生した場合、検証委員会を設置する。
２　検証委員会の構成員は以下の通りとする。
利用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えることとする。
・●●●●
・●●●●
・●●●●
・●●●●
・虐待防止委員会の委員と兼ねる。
３　検証委員会は、事態が収束した後、速やかに検証を行う。
４　検証委員会は検証後、●●●●により、検証結果を公表し、従業者に周知徹底する。
５　客観的かつ中立的な視点を確保するため外部の有識者、地域の専門職､法律の専
門家等を外部委員として積極的採用することに努める。

第１６条（委員の任期等）
１　委員の任期は、●年とする。但し、再任を妨げない。
２　補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
３　委員長は、●●●●により選任する。 
４　委員長は委員会を代表し、会務を総理する。 
５　委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を
代理する。
６　委員長は必要に応じて、委員会に関係者の出席を求めることができる。
７　委員会は、委員長が招集する。
８　委員会の会議は原則非公開する。ただし、必要に応じて概要を共有する。
９　委員会は(事業所単位or法人単位)で設置する。
１０　委員会は、他の合議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営
することも可能である。
１１　委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。
１２　委員会の担当者は、各担当者として職務に支障がなければ、身体拘束等
適正担当者等と兼務することは可能である。
１３　委員会の対応状況については、適切に記録の上、５年間保存する。

第１７条（虐待防止のための職員研修に関する基本方針）
１　職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修の内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、当事業所における指針に基づき、以下のとおり実施する。
1 定期的な研修の実施（年●回以上）
2 新任職員への研修の実施
3 その他必要な教育・研修の実施
4 実施した研修についての実施内容（研修資料）及び出席者の記録と保管
5 指針に基づいて作成した虐待防止委員会が作成した研修プログラムを実施
（年●回以上）
２　研修は●●●●によって行う。欠席者がいる場合は●●●●によって対策を講じる。
３　新規採用時研修は必ず実施する。
４　利用者や家族に対する研修は●●●●により行う。
５　研修の実施内容については、必ず記録する。

第１８条（施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針）
１　事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。虐待防止担当者等による通報が行われない場合には、通報者自らが関係機関に通報しなければならない。
２　事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促さなければならない。

第１９条（虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針）
虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針を以下に定める。
1 虐待（不適切な対応事例を含む。）が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備すること。
2 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、①の様式に従い、虐待について報告すること。
3 虐待防止委員会において、②により報告された事例を集計し、分析する
こと。
4 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生
原因、結果等をとりまとめ、当該事例の再発防止策を検討すること。
5 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内容を集計、報告し、分析すること。
6 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
7 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。
8 虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限らず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。
9 速やかに市町村担当窓口に通報し、当該通報手続きが迅速かつ適切に行われ、市町村等行う虐待等に対する調査等に協力するように努める。

第２０条（虐待等が発生した場合の相談報告体制）
虐待等が発生した場合の相談報告体制を以下に定める。
1 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。相談窓口は、●●●●とする。
2 事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
3 事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
4 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。


第２１条（インシデントの記録）
インシデント（重大な被害には至らなかったものの､ひとつ間違えば問題となる出来事）について適切に記録し､振り返るリスクアセスメントを行うことで､組織的な虐待防止につなげるように努める。

第２２条（成年後見制度の利用支援）
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

第２３条（虐待等に係る苦情解決方法）
虐待等に係る苦情解決方法を以下に定める。
1 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
2 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
3 対応の結果は相談者にも報告する。
4 当事業所以外にも苦情申し立て先として、行政機関や第三者機関を利用者に提示するよう努める。

第２４条（当指針の閲覧について）
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、●●●●に公表する。

第２５条（その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本指針）
その他以下に定める。
1 権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
2 事業所で虐待の相談・通報・届出先を●●●●により掲示する。
3 報告等しやすい環境を作り出すため、事業所内で●●●●による対策をとるなど職場環境の質の向上に努める。
4 本指針は、虐待防止委員会及び検証委員会により、必要に応じて改訂するものとする。
5 報告・改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、虐待防止のための対策について、事業所全体で情報共有し、今後の未然防止、再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではない。
6 事業所は厚生労働省等のホームページ等から最新の情報を収集するように努める。

付則

本指針は令和●●年●●月●●日より施行する。
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